
１．件 名：「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（玄海原子力発

電所第３号機 設計及び工事計画変更認可申請（化学体積制御設備

の主要弁及び主配管の改造））【４】」 

２．日 時：令和５年２月１５日（水） １６時０２分～１７時１５分 

３．場 所：原子力規制庁 ９階Ａ会議室（一部 TV 会議システムを利用） 

４．出席者（◎・・TV 会議システムによる出席） 

  原子力規制庁： 

   （新基準適合性審査チーム） 

奥企画調査官、中川上席安全審査官、西内安全審査官、中野安全審

査官 

 

九州電力株式会社： 

原子力発電本部 原子力建設部長◎ 他９名◎ 

 

５．自動文字起こし結果 

  別紙のとおり 

  ※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

   発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料： 

・資料１ 玄海原子力発電所第３号機 原子炉冷却系統施設の改造の工事（抽出

オリフィス廻り弁・配管取替工事）設計及び工事計画変更認可申請に

係る確認事項リスト 

・資料２ 玄海原子力発電所第３号機原子炉冷却系統施設の改造の工事（抽出オ

リフィス廻り弁・配管取替工事）設計及び工事計画変更認可申請書補

足説明資料 

 

以上 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 原子力規制庁の西内です。それではこれから玄海原子力発電所第 3

号機の 

0:00:06 原子炉冷却系統施設の改造の工事に係る施工認新設工事設計及び工

事計画の変更認可申請のヒアリングを始めたいと思いますよろしくお願

いします。 

0:00:16 それではまず、九州電力の方から資料の説明をしていただいてよろしい

ですか。 

0:00:24 はい。九州電力の松本です。相手は今回の回答の内容についてご説明

させていただきます。 

0:00:31 まず今回 

0:00:33 ご提示させていただいてます資料は、資料 1 の確認事項リストと、資料

2 の補足説明資料と二つでございます。で、まず資料 1 の確認事項リス

トから、今回の回答内容について、全体をご説明していきたいと思いま

す。 

0:00:48 で、確認事項リストのナンバー12 から№18 が、前回のヒアリングでコメ

ントいただいた内容になってございまして、これの回答について順にご

説明をしていきます。 

0:01:00 №12 ですけども、№12 では、本申請の耐震評価について、新規制工認

との評価内容の差を説明することといったコメントでございましたので、

こちらの内容につきましては、 

0:01:12 本施設の耐震、耐震評価を、補足説明資料の 5 の方に追加して整理を

してございます。 

0:01:18 後程補足説明資料 5 のご説明をしたいと思います。 

0:01:22 ナンバー13 対№13 ですけども、№13 は、ナンバー13 ページなんです

けれども、参考資料を補足説明資料とすることということでして、 

0:01:33 前回のヒアリングにおいて参考資料でお示ししました基本設計方針に

関するの記載に関する説明の内容を、今回、補足説明資料の 8 とし

て、整理をいたしました。 

0:01:45 そういった回答になります。 

0:01:48 続いてナンバー14 ですけども、補足説明資料 7 の記載について、応力

集中度、流体振動の関係がわかるような記載へ見直すことといったコメ

ントでございましたので、ご指摘の通り、補足説明資料の 7 の記載を見

直しでございます。 

0:02:03 こちら後程ご説明したいと思います。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:06 次いで№15 は、設置許可申請書の中で、申請対象配管の材料に関す

る方針等の記載の有無について確認することというコメントでございまし

て、回答としましては、申請対象配管の材料に関して、確認しましたとこ

ろ、 

0:02:21 具体的な材料等の記載がないことを確認してございます。 

0:02:26 続いてナンバー16 ですけども、今回の申請範囲の安全重要度分類が

わかる資料を作成することといったコメントでしたので、当該申請範囲に

おける安全重要度分類について、 

0:02:38 補足説明資料の 1 の方にですね、記載を追加して整理をしてございま

す。後程補足説明資料 1 のご説明をしたいと思います。 

0:02:47 続いて、補足のＪＡナンバー17 ですけども、補足説明資料 1 の適用常

務の整理について、技術基準の 10 条 15 条追加要求が、 

0:02:57 今回の変認申請の対象外であることについて、内容を整理して説明す

ることといったコメントでございましたので、こちらの 10 条 14、15 条にお

ける適用条文の整理につきましては、補足説明資料の 1 の方に追加で 

0:03:12 整理をしてございますので、こちらも後程ご説明をいたします。 

0:03:16 続いてナンバー18 ですけども、新規制時に、今回の申請箇所の図面を

添付しているかどうかについて確認することといったコメントでございま

したので、新規制時の重点内の是正条件追加をするために、 

0:03:29 今回の化学体積制御系の系統図を添付はしていたんですけども、今回

の当該申請範囲に係る内容については、既工認から変更がないといっ

たことを確認しております。 

0:03:41 今回のコメント回答内容についてのあらましは、以上になります。では、

№12 の方から、補足説明資料の 5 の説明から、 

0:03:52 していきたいと思います説明者を交代いたします。 

0:03:58 九州電力のホシコです。 

0:04:00 説明資料 5 の説明をいたしますのでお手元資料 2 の右下 54 ページの

ほうをご確認のほどよろしくお願いいたします。 

0:04:13 はい。右下、そちらの方の資料で赤枠で囲っておりますけれども、 

0:04:20 3 ポツ 1 と 3 ポツには西縁。 

0:04:24 先日のヒアリングの方から説明内容については変わっておりません。新

規制値の耐震の評価、 

0:04:31 が、低ピッチでの評価でしたけれども、本申請の、 

0:04:35 はい。評価内容は 3 次元はりモデルということを記載しております。 

0:04:40 うん。それ、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:04:42 という、それ以降につきまして 3 ポツ 3 として今回本申請と新規制工認

の耐震評価方針等の比較ということを追記させていただきました。 

0:04:53 まず本申請において耐震評価の基本方針というものは新規制工認時に

認可された添付資料 3－1、耐震設計の基本方針、 

0:05:02 を読み込んでいることから評価方針というような、同じ方針で評価をして

おります。 

0:05:09 また今回配管の解析、3 次元 

0:05:12 はりモデルによるスペクトルモーダル解析を行っておりますが、 

0:05:17 その解析方法地震応答や減衰定数及び解析条件における地震動、 

0:05:22 についても新規制工認時に認可された首長と同じものを使用しての評

価をしております。 

0:05:29 なお、本申請、 

0:05:32 その中でも等をご説明しております通り、解析条件のうち、適用規格に

関しましては、新規制時に認可実績があり、また緊急時対策棟せず、 

0:05:44 設工認等で適用実績のあるＪＡＳＭＩＮＥ2012 を用いて、 

0:05:50 本申請は 3 次元梁モデルの解析を行っております。 

0:05:54 今、お伝えしたようなことを次ページにおきまして表の方にまとめており

ます。 

0:06:03 2 ページの方の表 5－1 のほうをご確認をお願いします。 

0:06:08 先ほどＡと申します。挙げました通り項目として大きく、耐震の基本評価

の基本方針、配管解析の方法解析条件とありまして、 

0:06:18 そのうち、耐震の基本方針率、 

0:06:21 つきましては新規提示から変更はなく配管の解析方法についても、 

0:06:26 基本、新規制を、新規制工認時、 

0:06:32 本申請の適用対象範囲としては標準支持間隔で評価しておりましたけ

れども、 

0:06:37 本申請においては 3 次元梁も、新規性時に、 

0:06:41 代表配管に適用した 3 次元はりモデルのベクトル丸尾解析して 

0:06:46 評価していることから新規制工認時から変更はありません。 

0:06:50 解析条件としましては地震動も新規性時に、 

0:06:56 評価、 

0:06:58 定めましたＳｓ－Ｄのは、 

0:07:01 から変化はなく、適用規格として今回、ＪＡＳＭＩＮＥ2012 を用いておりま

すが、これは適用、 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:07:10 認可自体は新規制工認時に認可いただき、緊対、緊急時対策棟の工

認で適用した実績があります。 

0:07:17 はい。耐震、№12 に関しては説明は以上となります。 

0:07:27 で、説明者をかわります。 

0:07:33 九州電力の松元です。№13、12 の説明は以上になりまして、13 につき

ましては、先ほどもご説明した通り、補足説明資料の 8 として整理をし

たというもので、内容については、変更ございませんので活用したいと

思います。割愛したいと思います。 

0:07:50 次にナンバー10 の説明ですけども、説明者交代しまして、 

0:07:54 よろしくお願いします。 

0:07:57 はい。九州電力のミネマツです。それでは、№14、 

0:08:03 に関しましてご説明させていただきます。資料 2、補足説明資料 7 の通

し番ページいう 78 ページ目、補足の 7 の 1 ページ目を 

0:08:14 ご覧 

0:08:15 ください。 

0:08:16 流体振動と応力集中の、 

0:08:20 関係性ということで、 

0:08:22 1、工事内容の上から 3 行目に、 

0:08:27 やりますと応力集中。 

0:08:29 箇所において流体振動が重複した場合の損傷事例が多いと。 

0:08:34 いうことで、流体新応力集中によって流体振動が発生するわけではなく

そういうところが重畳した場合に損傷事例が多いというふうに、 

0:08:43 と記載のほうを見直させていただいております。 

0:08:48 №13 については以上となり、№14 については以上となります。 

0:08:54 続きまして、№15 に関しましては先ほど松本の方から説明した通りです

ので割愛させていただきます。 

0:09:02 №16、17、こちら、 

0:09:06 と合わせた形でご説明させていただきます。 

0:09:10 安全、今回の申請範囲の安全重要度であったり投擲十四条 15 条の条

文の考え方ということで、 

0:09:20 補足説明資料 1、 

0:09:22 2 へと考え方を整理させていただいております。 

0:09:28 資料 2、補足説明資料 1 の通しで言う 13 ページ。 

0:09:35 以降になります。13 ページ目以降にこの十四条 15 条における条文の

考え方について整理をさせていただいております。 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:09:45 今回編人、 

0:09:49 でありますので、 

0:09:51 衛藤。 

0:09:52 その新規制等に伴う変更箇所、 

0:09:56 追加要求になった事項についてのみ整理をさせていただいております。 

0:10:02 衛藤。 

0:10:04 まず、3 ポツのほうで今回の工事範囲の整理をいたしております。今回

の工事範囲は、技術基準規則第二条第 2 項第 9 号に、 

0:10:15 に該当し、安全設備であるというふうに提示しております。次の 14 ペー

ジの、 

0:10:21 方に技術基準規則第 2 条の第 2 項の抜粋したものを記載させて、 

0:10:27 いただいておりましてこちらの 2 に該当するものと考えております。 

0:10:33 また 

0:10:34 安全機能の重要度分類に関する指針におけるクラスとしましてはプラス

1 で、ＭＳワンの放射線物質の閉じ込め機能、 

0:10:45 放射線の遮へい及び放出機能に、こちらの方が該当しますし、どう、ま

た、ＰＳＩＩ 

0:10:52 の冷却材を内蔵する機能及びＰＳⅢの浄化機能に該当するものと整理

をしております。 

0:11:00 こちら、工事、今回の工事範囲を超え、 

0:11:03 今日、 

0:11:04 もので安全設備に該当すると整理をさせていただいております。 

0:11:09 その上で、4 ポツで衛藤、新規制基準等で追加要求となったもの、十四

条 15 条に関しまして、 

0:11:18 ハッチングで追加要求になったところを、 

0:11:21 マーキングさせていただいておりましてこちらのものが、新規制基準等

で追加要求になったものと整理しておりますし、再稼働のときに、その

旨、ご説明させていただいたものになります。 

0:11:36 その整理結果といたしましては、十四条の第 1 項に関しましては、 

0:11:42 第 2 条の第 2 項 9 号のハところに、 

0:11:46 掲げる設備への要求事項ということでこちらが該当しないものと考えて

おります。 

0:11:51 また第 2 項に関しましては、前回おっしゃられた通り、対象範囲が拡大

されて、 

0:11:58 安全設備のほかに安全重要度、 
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0:12:02 指針 2 案に関する案。 

0:12:04 審査指針において規定されている安全機能を有する構造物系と機器に

ついて、適用範囲が拡大されているんですけれども、 

0:12:12 今回の工事範囲はすでに安全設備として既認可において技術基準の

適合性をご確認いただいているものと考えております。 

0:12:20 続いて 15 条の第 5 項ですが、今回、 

0:12:24 その工事範囲こちらも第 2 条第 2 項、 

0:12:28 第 9 号のハ及び本人は該当しないため、 

0:12:33 対象外というふうに考えております。 

0:12:36 また第 6 項のほうですが、 

0:12:39 今回の工事範囲は、 

0:12:41 他のへと発電を原子炉施設と共用し、 

0:12:45 をしたりまた相互に接続するものではございませんので、こちらも申請

の対象外と。 

0:12:50 いうふうに考えております。 

0:12:52 その結果、そのためですね 17 条 15 条においては、両方とも適用は、 

0:12:58 00 菅申請はバスとして整理をさせていただいているものになります。 

0:13:05 16 番 17 番のご説明は以上になります。 

0:13:10 18 番は先ほど、 

0:13:12 説明した内容の通りですので割愛させていただきます。これで同コメント

リストの詳細な説明を終了させていただければと思います。 

0:13:27 はい。衛藤規制庁西内です。規制庁側から何か事実確認ありますか。 

0:13:35 次、原子力規制庁の仲野です。 

0:13:38 今いただいたコメント回答の内容も踏まえてなんですけれども私の方か

ら何点か確認させていただければと思います。 

0:13:46 まずはですねコメント回答の 571067 の関係なんですけれども、補足説

明資料の 13 ページのところから、 

0:13:55 確認させていただければと思います。 

0:13:59 まず 10 条 15 条の追加要求事項についての整理結果の部分なんです

けれども、 

0:14:04 先ほどの説明にもあったと思うんですけれども今回の申請範囲が、技

術基準規則の第 2 条 2 項 9 号の 2 に該当してるっていうふうにご説明

いただきましたけれども、 

0:14:15 今回の申請設備が 2 に該当している、その考え方についてまず伺って

もよろしいでしょうか。 
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0:14:25 はい。九州電力のミネマツです。今回の工事範囲ですが、 

0:14:32 再生、 

0:14:34 熱交換器から非再生熱交換器までの間ということで格納容器の貫通

部、 

0:14:39 がございます。そのためＣＶバウンダリになってございますので、こちら

のところに該当するものと考えております。 

0:14:50 規制庁中野です。格納容器の部分なり、貫通部があってバウンダリー

になっているから、 

0:14:58 Ｃｖ。 

0:14:59 としての分類になっているっていうこと。 

0:15:03 ですね。 

0:15:04 ちょっと最初、私が基準見た時にイの一次冷却系統に係る設備、その

附属設備にも、配管は該当するのかなっていうふうにちょっと考えてみ

たんですけれどもそちらではなくてあくまでもＣＶのバウンダリの一部っ

ていうことで考えていたっていうことですか。 

0:15:24 九州電力のミネマツです。ご認識の通りです。 

0:15:36 原子炉規制庁の仲です。承知いたしましたソフトお待ちください。 

0:15:48 原子力規制庁の中です。先ほどちょっと私からも申し上げた途中ではあ

ったんですけれども、 

0:15:55 と。 

0:15:56 新基準のときの要目表上だと確か化学体積制御系は、 

0:16:01 運営設備の一部だったと思うんですけれども、今回の 

0:16:07 申請設備が、一次冷却系に係る設備、その附属設備にに該当しない理

由についても、ちょっともう一度すみませんがご説明いただいた上で、 

0:16:19 資料の方にも明確に記載いただきたいと思うんですけれども、まず説明

の方から、よろしいでしょうか。 

0:16:29 石井電力のミネマツです。1 事例、 

0:16:32 以降の井野理事冷却材系統に係る設備その附属設備はＲＣＰバウンダ

リというふうに考えておりまして、 

0:16:42 今回のＣＶＣＳ系は、今回抽出ラインはＣＶＣＳ系と該当しますので原子

炉冷却系統施設に該当するものと、 

0:16:52 考えて申請させていただいております。 

0:17:08 原子炉規制庁の中野です。承知いたしました。すいませんが今ご説明

いただいた内容も含めて資料の方充実いただければと思いますけれど

もよろしいでしょうか。 
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0:17:21 ＰＣ電力ミネマツです。こちらの方に追記をさせていただければと思いま

す。 

0:17:35 原子力規制庁の中根です。それで説明する際に図面上でここの部分が

当たりますここの部分は足りませんっていうような形で説明いただけれ

ばと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

0:17:53 九州電力ミネマツです。1 点ご確認させていただきたいんですけどもそ

れは系統図上でこの範囲は、衛藤。 

0:18:02 そういう一次冷却材ですとかそのＰＳ湾ですとかいうことを示して欲しい

ということですかね。 

0:18:10 規制庁中根です。そう認識で相違ありません。 

0:18:14 ちなみにちょっと確認なんですけれども今ご説明いただいた内容の一応

確認なんですが再生熱交とかのラインが 10 数人で出てくるところから、

一次冷却材のラインから外れるっていう認識でよかったでしたっけ。 

0:18:32 はい。九州電力。 

0:18:34 ミネマツですそのご認識で問題ない。再生熱交換機構はそういうところ

ではございませんので問題ないんですけども、ちょっと先ほどの点でそ

のＲＣＳＲＣＰの坂東 

0:18:48 李っていうことになりますと今回の申請範囲から大きく外れてまして、 

0:18:52 系統図と書き認可で申請した範囲外のものになるんですけれども、 

0:18:57 こちらも添付し、今回の範囲じゃなくてそちらの範囲を示して欲しいとい

うことになるんですかね。 

0:19:09 規制庁の中根です。ちょっと私も認識が間違ってなければなんですけれ

ども、 

0:19:16 概要資料いただいてる概要資料の、 

0:19:21 4 ページの右上の 3 ページがごめんなさい、右上の 3 ページのところに 

0:19:28 全体のそのプラントの全体の図をつけていただいてると思うんですけれ

ども、 

0:19:33 こちらのＡ棟、 

0:19:35 まずそちら今ご覧になりますか。 

0:19:40 はい。概要資料の方は確認できております。 

0:19:44 こちらの部分で、等はの配管で青く塗っている部分が、先ほどのイに該

当する部分で、今回の再生熱交以降だったりとか該当部分については

そこの該当部分じゃないっていう理解でまずよろしかったですか。 

0:20:02 一種電力のミネマツです。おっしゃる通りです。 

0:20:08 承知いたしました。で、それ先ほどお話いただいた部分はそこの、 
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0:20:15 二次冷却材の系統から今回の部分だと、そもそも系統的にはかなり遠

いので、同じで示すのがちょっと難しいんじゃないかっていうお話ってい

うことですかね。 

0:20:26 ＣＲ通り、九州電力のミネマツです。おっしゃる通りです。 

0:20:40 九州電力のミネマツこの本 

0:20:43 知恵と同レベルのものに関してここら辺が範囲ですっていうふうな記載

でよければお出しすることは可能と思いますがそういった、 

0:20:51 提出の仕方でよろしいですか。 

0:20:59 原子力規制庁の仲野です。 

0:21:01 そうですねちょっと今、お話上げさせていただきましたけども概要図のレ

ベルで一旦、その区分についてまず記載いただければと思いますちょっ

とこういった形で、資料に対応いただければと思いますけれどもよろし

いでしょうか。 

0:21:18 九州電力のミネマツです。承知いたしますそれではこの概要資料の 3

ポツの本税 

0:21:25 を用いましてその位の一次冷却材の範囲に関しまして衛藤医療分ける

とかその範囲を示させていただければと思います。 

0:21:37 原子力規制庁の仲野です。よろしくお願いいたします。 

0:21:42 私の方から続けて、確認なんですけれども、 

0:21:48 と同じく補足説明資料の 13 ページの部分なんですけれども、 

0:21:54 2 ポツの各条文の整理結果の中で①から④でそれぞれの 

0:22:01 増分に対して単位で該当しないことの説明いただいてますけれども、 

0:22:08 ③番の 15 条の 5 項の部分ちょっとここは単純な確認ではあるんですけ

ども、 

0:22:14 9 号のハ及び法に該当しないというふうに記載いただいてますけれど

も、要求上はは逃げるものに対しての要求なので法は関係ないのかな

と思うんですけどもこちらの方っていうのはどういった意図で記載してい

たのかを確認させてください。 

0:22:33 少々お待ちください。 

0:22:54 九州電力のミネマツです。先ほどのご質問なんですけどおっしゃっられ

る通り技術、 

0:23:01 基準に関する規則の方はええと、 

0:23:04 救護のは、に掲げるものとしてあるんですが解釈の方の、 

0:23:10 と、 
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0:23:10 再、5 の最後のところのポツのところに、見込ん大規模法に掲げるもの

を含むというので広く取られてますのでそちらまで含めても該当しませ

んということで、 

0:23:22 両方記載させていただいております。 

0:23:25 原子炉規制庁の仲野です解釈まで含めて及び法ということで該当しな

い旨記載ということですね承知いたしました。 

0:23:34 続きまして、 

0:23:42 10、同じく 13 ページの条文の整理結果のマル。 

0:23:48 4、6、15 条の 6 項の部分ですけれども、 

0:23:52 今回の 5 時半伊賀人以上の原子炉施設と共用または相互に接続しな

いので江藤該当しないということですけれども、 

0:24:01 今回の施設が共用しないということについて 

0:24:07 新基準の要目表だったりとかすでに認可されている要目表上で、共用

する設備については共用することを明示しているので、今回の申請対

象は 

0:24:21 共用するっていう設備になっていないということから、もうすでに、 

0:24:27 共用しないものであるっていうことが読み取れる。そういう意味で共用し

ない設備ですよっていうこと。 

0:24:35 になっているっていう理解でよろしかったですか。 

0:24:39 伊勢電力のミネマツです。おっしゃる通りこちら新規制のところに追加さ

せて、追加された要求事項だと思いまして、そこに関しては再稼働時

に、ご説明させていただいております。そちらに該当しません。 

0:24:54 チーム系統上も該当しないものになりますので、今回は共有しないもの

というふうに整理させていただいております。 

0:25:01 原子炉規制庁の仲野です。承知いたしました。 

0:25:05 続きまして、 

0:25:09 条文の整理結果から離れるんですけども、 

0:25:14 14 ペイジー 

0:25:16 13 ページ 14 ページのところで今回の工事範囲の整理のところなんで

すけれども、3 ポツのところで、 

0:25:23 今回の工事範囲については、 

0:25:27 プラスワンで括弧書きでＭＳ湾の閉じ込め機能と、 

0:25:34 遮へい及び放出低減機能、ＰＳＩＩで、 

0:25:38 冷却材内蔵する機能ＰＳⅢで冷却材の浄化機能っていうふうに記載し

ていただいてますけれども、こちらの記載についてなんですが、 
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0:25:49 今回の申請範囲の中で、ＭＳワン提出ＰＳⅢのそれぞれの該当の部分

があって、申請範囲の中で、 

0:26:01 それぞれ該当する部分があるけれども、最大クラスを代表してプラスワ

ンっていう説明と理解してよろしかったでしょうかそれともその今回の申

請範囲全体として、全体見た中で、ＭＳ湾ＰＳＰＦ－ＩＩＩそれぞれの 

0:26:16 側面を持っているのでこういう書き方をしているんですっていうことなん

ですかね、ちょっとそちらについて確認させていただければと思います。 

0:26:28 九州電力ミネマツ最大クラスがプラスワンですのでそういう記載させて

いただいております。 

0:26:35 規制庁の仲野です。先ほど私の質問させていただいた前段の部分で今

回の申請範囲の中でそれぞれ部分、 

0:26:47 パートごとにＭＳワンの部分、ここＡＰＳＩＩの部分がコピーＳＤの部分がこ

こっていうふうに分かれている。 

0:26:55 何かもしくはもしくは、全体と、全体見た中でそれぞれ、 

0:27:01 すいません。 

0:27:02 今回の申請範囲全体。 

0:27:04 として、ＰＭＳ湾の側面を持っていたりと合わせてＰＳ通ＰＳＤの側面を

持っているっていう認識なのかちょっとそちらどちらの理解が、 

0:27:14 正しいのか、確認させていただいてよろしいでしょうか。 

0:27:23 少々お待ちください。 

0:27:48 紀州電力のミネマツです。すみません、先ほどご説明し足りてなかった

んですが、衛藤。 

0:27:55 それぞれ申請範囲のところはＭＳはＰＳＰＦ－ＩＩＩあるんですけども全体

包絡としてＭＳワンで申請をさせていただき、 

0:28:06 不安なのでプラスワンと記載させていただいております。 

0:28:12 原子力規制庁の仲です。それぞれの部分でＮ－ＳはＰＳＢＳＥの部分が

あるっていう話ですよね。わかりました。そうしましたら、例えばなんです

けど補足説明資料でいただいている、 

0:28:25 82 ページから 84 ページに今回の申請設備がパートごとに記載いただ

いてると思うんですけども図面で、その中でこの部分がＭＳワンダとここ

の部分がＰＳだっていうところ。 

0:28:40 ご説明をいただけますか。 

0:28:45 九州電力のミネマツです。 

0:28:49 まず、衛藤。 

0:28:50 技術ＤＳⅢに関しましては、全申請範囲が該当するものです。 
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0:28:57 で、 

0:28:59 ＭＳワンに関しましては、防止で言う、80、 

0:29:06 7 ページですね。 

0:29:09 すいません 84 ページ、通しページいう 84 ページ目。 

0:29:14 のみ該当しないものになります。 

0:29:20 原子炉規制庁仲田です。ＰＳⅡとⅢは、今回の申請範囲全体にかかっ

ていってＭＳワンについては、 

0:29:29 84 ページの図面にある⑥番と⑦番が該当しない。つまり①から⑤分の

部分がＭＳＹに該当するっていう理解でよろしかったでしょうか。 

0:29:43 履修電力のミネマツその認識で問題ございません。 

0:29:51 現象規制庁の仲野です。承知いたしました。 

0:30:33 規制庁西内ですけど、今の話を聞く限り 84 ページのところはプラスワン

じゃないんじゃないですかとしか思え、聞こえなかったんですけど、本当

にプラスワンの設計をしてるっていうふうに理解していいんでしたっけ。 

0:30:45 本当にその理解でいいですか。 

0:30:55 少々お待ちください。 

0:30:57 沖瀬田。 

0:30:58 ですけど今回の申請範囲まとめてっていう説明は何か。 

0:31:02 本 

0:31:03 物価ネット本当に聞きたい。純粋に聞きたいんですけど、 

0:31:07 今回の説明が楽だからとかそういうようにしかなんか若干聞こえないの

が正直な本音なんですけど。 

0:31:13 しっかりせ、範囲を精査した上で、どういう設計をしているのかをちゃん

と説明をいただきたいと思ってます。 

0:31:20 九州電力のミネマツです。先ほど言ったところプラスは 8、通し 84 ペー

ジはプラスワンではないんですけれども、配管設計上ですね、こちら配

管の部分申請させていただいてますが、プラスクラス 3、 

0:31:35 Ⅲで設計の方針に変更ございませんので、そちらと同等の設計をして

おります。 

0:31:43 ごめんなさいちょっと今の説明がよく理解できなかったらもう 1 回お願い

してもいいですか。はい。 

0:31:48 としては、 

0:31:49 クラス 2、3、 

0:31:55 もう 1 回質問ですけど、この 84 ページのこの示しているハイカー今回

の申請範囲、 
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0:32:02 ここ単独っていうか一連のこの配管の繋がりだと思いますけど、 

0:32:08 これは、 

0:32:10 として設計していると思っていいんでしたっけ、例えばクラス 2 なんだっ

け、どう、実際やっている内容、クラス 2 なんだけど、実際やってる内容

をお客さんと同じなんですってそういう説明ですか。 

0:32:22 安里説明が僕違うと思っているのでちょっと正確に確認をしたいという

理解なんですけど。 

0:32:40 少々お待ちください。 

0:33:30 九州電力のミネマツです。今回の申請範囲で責任感、2、すべからくＭＳ

ワンとして申請して、委員会いただいてるものと認識しております。 

0:33:42 規制庁西内ですけど、ちょっとその辺これから確認しますけど主要設備

リストとかでもプラスワンとして設計をし申請いただいてるって理解でよ

かったですかね。 

0:33:55 主要設備リストとかでその配管の場所ごとにクラス何とかって書いて

る。 

0:34:00 書いてなかったっけ。 

0:34:02 開館後、 

0:34:05 機器だけでしたっけ、九州電力、 

0:34:07 ミネマツです。すいませんそれって強度のプラスの話ですかねこの安全

設備としてのクラスの話です。こちらのＪＡＳＭＩＮＥの話になってません

か。 

0:34:17 あれ、安全設備と白倉さん差し替えてなかったでしたっけ。 

0:34:22 主要設備はあくまで耐震クラスと共同クラスだけでしたっけ。 

0:34:30 すいません九州電力のミネマツです。あくまでもじゃ住めクラスを記載さ

せていただいてるという認識でして、こちらはおっしゃる通りプラスＪＡＳ

ＭＩＮＥクラスでいうと、ＪＡＳＭＩＮＥプラスになると思います。 

0:34:41 わかりましたそれはごめんなさい説明いただい 5 本いただいて結構で

すで、さっきいただいたプラスワンとして認可いただいてると思ってるっ

ていうことは申請者のどこに書いてあるかだけ補足説明資料充実いた

だいてもいいですか。 

0:35:01 九州電力のミネマツすみませんちょっと混線したような形で聞こえなか

ったんでもう一度ご説明後、 

0:35:09 よろしいでしょうか。はい。 

0:35:11 西内ですけど聞こえてますか。 
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0:35:15 はい。今明瞭に聞こえております。よろしくお願いいたします。はい。衛

藤規制庁ニシウチですけど、 

0:35:21 今のこの 84 ページの配管の範囲が、プラスワンとして認可いただいて

ると思ってますっていう説明をいただいたので、その 

0:35:30 具体的な部分だけ補足説明資料上で充実いただいてていただければと

思うんですけど、要は既工認の申請書ないし審査資料の中で、そういう

説明をしているからそういうせ。 

0:35:40 ことを言うっていうことですよね。そこの該当部分だけ充実抜粋だいただ

くなりして充実化いただいてもいいですか。 

0:35:50 九州電力運ミネマツセキ金野どこで健全性の説明書で説明してるんで

すがそちらの箇所をここのところです。そういうことで評価していただい

てる。 

0:36:02 認可していただいてるのを記載すればよろしいでしょうか。 

0:36:05 規制庁西内ですけどこの範囲が 

0:36:09 プラスワンとして設計しているっていうことが、わかるものを出していた

だければそれで結構です。 

0:36:16 はい。九州電力ミネマツ承知いたしましょう。はい。 

0:36:21 自分たちでも確認しますけど一応共通にとれてるかっていうところをしっ

かり確認したいという趣旨ですよろしくお願いします。 

0:36:40 石津マツモトです。了解いたしました。 

0:36:52 原子炉規制庁仲野です。私の方からまたちょっと別の項目の部分、確

認させていただければと思います。 

0:36:59 補足説明資料の 54 ページ、お願いします。 

0:37:06 ページですね。 

0:37:10 こちらの部分で既工認と、今回の申請に、 

0:37:15 関して、規格の年版変更によって 

0:37:21 教授だったりとかその評価結果の違いだったりそういったところをご説

明いただいてると思うんですけれども、 

0:37:28 ここの部分の、評価結果っていうところについて確認なんですが、 

0:37:34 その強度に関する説明書欄とあとは、その耐震性に関する説明書欄そ

れぞれで評価結果という欄。 

0:37:41 記載いただいて、 

0:37:43 配管のブロックさんだったりとか、 

0:37:46 だから、 
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0:37:47 配管のブロック 1Ｖのブロック 1 っていうふうに記載いただいてますけれ

ども、 

0:37:53 今回の申請ってブロックの 1 から 3 まであると思って申請書上記載いた

だいてると思いますけれども、こちら 3 ブロック、 

0:38:02 近田さん、それぞれじゃなくて 

0:38:04 強度だったらブロックさんだっけ。 

0:38:07 耐震性だったらブロック 1 だけに変更があるっていう理解なんでしょう

か。 

0:38:12 ちょっとこの点確認させていただければと思います。 

0:38:17 はい。九州電力からイリエです。今回評価結果を、53 ページにお示しし

ておりますのは、 

0:38:25 最も発生応力が大きいブロックと節電番号を記載しておりますので、ご

認識の通り、申請範囲というのはブロック 1 から 3 すべてを申請してお

りました通りは、 

0:38:39 けれども、安値年度版の 

0:38:41 変更による影響という観点では、代表として、発生応力の大きい 1 点を

示しているという状況です。 

0:38:50 原子力規制庁の中です。なるほど年版変更によって最も影響が大きか

ったものを代表して評価結果としてその配管のブロック、強度だったら

耐火のブロックさん。 

0:39:04 耐震性だったらボールドと配管のブロック 1 のところを記載したし、いた

だいているということで理解しました。今ご説明いただいた最も、 

0:39:14 影響が大きいものを書いていますっていうところって現在の資料上って

何かどこか書いていただいてましたっけ。 

0:39:24 九州電力から異例です。すいません私の説明が 

0:39:29 誤解を招いたかもしれないんですけれども、ＪＡＳ名年度の変更による

影響が最も大きかった箇所ではなくてですね、 

0:39:38 発生応力が最も大きかった箇所を示しています。発生応力が大きかっ

た箇所について、ＪＡＳ名 20057 と 2012 では、どういった、 

0:39:49 発生応力許容値への影響があるかというのを示しているというもので

す。 

0:39:56 原子炉規制庁名倉です。失礼いたしました。発生応力が一番大きかっ

たものを書いていただいてるってことですね。 

0:40:03 そうすると、 
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0:40:07 例えばなんですけどちょっと一応確認なんですが、例えば強度に関する

説明書のところの評価結果で配管の部分で、一次応力、記載いただい

てますけれどもこちらについては 1 配管の中で一次応力を確認する部

分はブロック 3 の、 

0:40:24 部分が一番 

0:40:26 発生値が大きい。 

0:40:28 のでここに記載していますっていう理解でよろしかったでしょうか。 

0:40:34 九州電力からイリエです。はい。ご認識の通りで、 

0:40:38 ご認識の通りです。 

0:40:40 減少規制庁中です。承知いたしました。 

0:40:45 ちなみにですけどちょっと先ほど粟田Ｃの方から質問しかけたんですけ

れども、今、こういった 

0:40:53 メルクマールで書いていますよという記載ってどこか 

0:40:58 今回の 

0:40:59 苦情て記載いただいてましたっけ。 

0:41:15 九州電力からイリエです。今私の方からですね全体の表をまとめたよう

な説明をしたものについてはその 2 ポツの頭書きのところにですね、記

載しております。 

0:41:35 原子炉規制庁中根です。今ご説明いただいたのは 2 ポツの変更内容

のところの頭書きで、3 段落目のところですかね。 

0:41:47 ここの部分を、 

0:41:52 持って 

0:41:55 理解すれば良いということでしょうか。ちょっとぱっと見た時にこの内容

から、 

0:42:01 評価結果のところが一番、発生値が大きくなるものがはい。代表で書い

てあるっていうところがちょっと読み取れなかったので、 

0:42:10 九州電力からイリエです。すいませんご指摘された発生応力が一番大

きくなるところのみを示しているという記載はここに 1 頭書きが書いてい

ません。 

0:42:23 代表として示しているという。 

0:42:27 実態です。 

0:42:30 減少規制庁の中ですいませんちょっと書きぶりだけにはなるんですけれ

ども、ちょっとここの部分わかるように記載いただければと思いますけれ

どもよろしいでしょうか。 
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0:42:42 はい。九州電力からイリエです。それではですね 53 ページにおいて、

評価結果を例示しているんですけれども、この評価結果というものはど

ういった観点でピックアップしているか。つまり活用力が大きいものをピ

ックアップしているということを、 

0:42:57 頭書きのところに追記しようと思います。 

0:43:03 原子炉規制庁の仲野です。はい。よろしくお願いいたします。 

0:43:31 規制庁西内です。ちょっとあと幾つか確認させていただきたいんですけ

ど、 

0:43:36 さっきのクラス分類の話、ＭＳはＰＳ打つＰＳⅢの安全機能安全重要

度、安全機能の重要度分類の話はちょっとさせていただいたんですけ

ど、 

0:43:46 ちょっと合わせてまず、安全機能の重要度について、今回の申請範囲

がそれぞれどこにどう該当するのか。 

0:43:54 それは許可の不テンパチとかからの考え方いろいろ書いていただいて

ると思いますけど、原子力規制原子力委員会の 

0:44:02 すみません、原子炉安全委員会の旧指針の考え方のもとでどういうふ

うに区分してるのかって話がまずあると思いますけど、まずそれを説明

いただいた上で、その分類では、ＭＳＹじゃないんだけど、 

0:44:13 プラスワン分類としてプラス上げてその設計してるんですっていうことで

あれば理由というか内容がわかるものを確か充実をいただければと思

いますと、で、 

0:44:24 その上でちょっともう一つあるのが、安全設備かどうかっていうところな

んですよね。 

0:44:30 と。 

0:44:31 ちょっと何か話が二つあっても、頭がまだ、 

0:44:34 ちゃってましたけど、安全設備かどうかって意味で言うと、この申請範囲

三つっす 

0:44:42 図面三つつけていただいてますけど、 

0:44:44 全部この格納容器及びその隔離弁に該当すると思っているってことで

いいんでしたっけ。 

0:44:57 九州電力のミネマツです。衛藤。何個かご質問あったかと思うんですけ

どまず最後のご質問にご回答させていただければと思うんです。ごめん

なさい。規制庁西内ですけど、前半は安全機能の重要度の話はさっき

の話の繰り返しでしかないのでその新しい質問ではないです。 
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0:45:14 で、それと分けて、すいません安全設備の方を聞きたかったのが今の

質問ですちょっとわかりづらくて恐縮ですすみません。 

0:45:20 すいません。江藤。まず、その申請範囲、 

0:45:25 3 ヶ所おっきく分けるとあるかと思うんですけれども、 

0:45:32 005 から配管までの範囲と、 

0:45:38 例年の 436 よりＣｖ側にある範囲とＣｖから出る範囲があると思うんです

けども、その 84、先ほどで言うとページ 84 ページに該当するものは、 

0:45:49 安全設備ではないと思ってます。それ以外に関しては安全設備のところ

に該当するものと思ってます。 

0:45:58 規制庁西内ですけどいやそうですよね。 

0:46:00 そうだと思うんですよ。でですよ。補足説明資料 1 に記載いただいてる

説明は成り立たないですよね。 

0:46:10 ごめんなさいなんか代表っていう意味だと、いや、一部は成り立つかも

しれないですけど、申請範囲すべてについて成り立ちますか。 

0:46:17 ちょっとその観点で、もう 1 回申請範囲が何かっていうものを、これ要目

とかでもここからここまでの範囲の配管として多分申請いただくと思うん

ですけど、少なくともその要目単位 

0:46:29 データの設計をしてるっていうことだと思うんですよね。 

0:46:32 少なくとも 4 億の単位に合わせて、それぞれがどういう特性を持ってい

るのかっていうのを、こういう系統図とかを示しながら、安全機能の重要

と、 

0:46:42 あとは安全設備に該当するか否か。 

0:46:45 プラスアルファで書くんであれば耐震クラスとかで進めるそれも要目で

明確にいただいてると思うので、その二つ、少なくとも二つの観点でしっ

かり整理をいただくようにお願いしてもいいですか。 

0:46:59 九州電力のミネマツです。先ほどお答えしたかと思ってるんですけども

84 ページのところだけ安全設備ではなく、ＰＳＰＦ－ＩＩＩですそれ以外のと

ころは、 

0:47:10 ＭＳワン持ってて安全設備だと認識してますが、その回答だけでは不十

分ということですかね。規制庁西内ですけど、私たちが確認したいの

は、 

0:47:22 今回の申請範囲として、のす。要は、全部安全設備なのかどうなのかな

んですよねまず今のお答えで、いや全部が安全設備じゃないですって

いうことは理解しましたと。 
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0:47:35 であれば、その補足説明資料 1 で十条 15 条が要は追加要求事項じゃ

ないよ、今回申請範囲じゃないよって言ってる理由に繋がらないと思う

んですけど、そこは、ごめんなさい。 

0:47:49 私が疑問に思ってる点割そこが繋がらないって思ってる点は理解いた

だけてますか。 

0:47:56 要はその安全設備じゃない部分は申請範囲になるんじゃないですか。 

0:48:00 追加要求事項として申請範囲になるんじゃないですかっていう質問をし

たいということです。 

0:48:05 九州電力のミネマツです。 

0:48:08 質問の合意と、 

0:48:09 理解いたしました 14 条の第 2 項に関してのお話ということでよろしいで

すねそこの 84 ページのところだけは追加要求事項ではないかというご

指摘ということでよろしかったでしょうか。指摘というか確認ですねはい

その確認です。はい。 

0:48:26 要は包絡されて説明をされると、対象が止めになるので、 

0:48:31 明確に申請範囲ごとに分けて欲しいで、申請Фという話でいうとまず要

目表の単位でどういう単位でのはどういう配管として、どういう単位で申

請してるかっていう部分もあると思うので、 

0:48:44 要目の、のブロックはに分けて、 

0:48:49 説明をいただくその時にこういう系統図も含めて併せて説明いただけれ

ばより明確かなというふうなところで感じて思ってます。 

0:49:00 医師電力ミネマツです。承知いたしました。 

0:49:03 はい。規制庁西内ですで、少なくとも規則の定義上は当たらないと思っ

てるんですけど私も、 

0:49:11 その上で、規則の定義上では当たらないと思ってるけど、九州電力とし

て元から、要は、重要な部分だから安全設備としてやってましたよって

いうようなことがあるんであれば、それがわかるようなものを出していた

だければと思うんですけど。 

0:49:26 もしかしたらさっき健全性とかの話を何か示そうとしてたのはそういう話

が書いてあるのかなっていうふうにちょっと思ったんですけど。 

0:49:32 ちょっとさーっと見てみましたけどあまりそういうところなさそうだったの

で、もしそういうのがあるんであればしっかり該当箇所を示して説明をい

ただきたいと思っています。 
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0:49:43 九州電力のミネマツ、先ほどのところちょっとすみません等あまり私の

認識が十分じゃなくて間違った回答をさせていただいておりましたので、

そこら辺の 

0:49:53 ところも含めて整理した形でご回答させていただければと思います。 

0:49:58 規制庁西内です。はい。よろしくお願いしますなので、後もう 1 回繰り返

しですけど、文章上だけだと多分こういうことが起きうるのって、要目で

の要目での記載と、 

0:50:09 あとは系統図ですよね。 

0:50:11 それらを使って、申請範囲がどういう説明どういう区分どういう属性を持

ってるのかっていうのを明確にまずは事実確認をしたいと思っていま

す。結局ここで共通認識が取れないと前に進んでいかないので、 

0:50:25 この文章だけだとこういうことが起きるので、そういう情報をしっかりして

出して説明をいただくようにお願いしてもいいですか。 

0:50:36 九州電力のミネマツです。系統図要目表それに相当するもので、範囲こ

こがこのクラスでっていうものをご説明させていただければと思います。 

0:50:47 はい。規制庁西内ですよろしくお願いします。 

0:50:50 そのあと安全機能の重要度とその安全設備かどうかっていう属性をしっ

かり明確にして欲しいというのがまず一つ目の総合確認テストで、 

0:51:00 等、 

0:51:01 あとはさっきちょっとせ、そういう意味で言うとですね、 

0:51:06 ちょっともう少し先津崎に聞いておきますけど、 

0:51:10 82 ページの、 

0:51:14 これらの、 

0:51:17 例えばですねちょっとあんまり僕が理解できてないんですけど、 

0:51:24 82 と 83 もこれ安全設備なんですよ。 

0:51:30 何かちょっと疑問があるのがですね。 

0:51:33 これってＣｖの中の話ですよね。 

0:51:38 隔離弁でもないですよねこれだって。 

0:51:41 本当に、これってＣｖ及びその隔離弁に該当する安全設備と思ってるっ

て理解をしていいですか。 

0:51:48 ちょっと今のうちに確認しておきまして多分次に出てきたときに多分同じ

こと聞くのでこれ、 

0:51:53 そこも含めてしっかりしていただいても結構よろしいですか。 
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0:51:57 はい。九州電力のミネマツです。先ほどおっしゃられた弁じゃない配管

の範囲についてというご質問だというふうに理解をしているんですけれ

ども、 

0:52:06 当市配管のうち、昔椎木公認の時からなんですけど再生熱交換器から

泊の予備、 

0:52:14 Ｅの貫通部、その貫通部番号あるところまでは、 

0:52:18 健全性評価で安全設備として既工認で審査、 

0:52:23 して認可いただいておりますので、そちらは安全設備というふうな認識

を持ってます。規制庁西内です。わかりましたで、それは、ＣＶ及びその

隔離弁に相当するものとして安全設備っていう理解でいいんであってま

す。 

0:52:40 本当にそうですかねなんか若干すごい僕は違和感をちょっと感じるのが

正直なところで、別のジャンルの安全設備に相当するものとしてってい

うことではなくてですか。 

0:52:51 渋谷電力については、すいません。 

0:52:55 九州電力のミネマツです。投手江藤、昔の既工認の、 

0:53:01 健全性の説明の中で隔離、主要弁に関しましても、格納容器バウンダリ

に属する当該隔離弁はということで健全性評価をさせていただいており

ますし、 

0:53:13 主配管に関しましても、格納原子炉格納容器バウンダリに属する当該

配管はと。 

0:53:19 いうことで同じような文言で記載をさせていただいてます。 

0:53:24 規制庁西内です。 

0:53:29 ちょっと確認をちょっとしたいんですけど、この結局再生熱交から非再生

熱硬までの間って、要はＣＶを貫通する配管な系統になってるわけです

よね。 

0:53:40 そうですよね。ちょっとね、再生のおっしゃる通り、そうですよね。はい。

石毛ではないですけれども 

0:53:48 再生熱交換器から非再生熱交換器のうちの一部が格納容器のＣＶバウ

ンダリになってます。そうですよね。で、今おっしゃっていただいてるの

は、そのＣＶから出た先の配管と、あとはその隔離弁、 

0:54:01 だけじゃなくって、 

0:54:03 その範囲が再生熱交までの配管を全部ＣＶバウンダリーとその隔離弁

に属するものとして、安全設備として評価をしていたってそういう理解を

していいんですかね。 
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0:54:19 九州電力のミネマツです。当時はですね、要目表の区分がこういうふう

な区分でしたので、この範囲として申請をさせていただいておりまして、

当該範囲に係るものというふうな形で申請させていただいております。 

0:54:33 はい。規制庁西内です。何て言うんですかねある程度一体としてやる意

味合い、もう何か、気持ちはわかるんですけど、今おっしゃっていただい

た当時はっていうのはいつの話ですかそれは、 

0:54:48 平成 24 年の時に認可を受けておりますのでそちらの時点になります。

わかりました規制庁西内です。 

0:54:55 その考え方はシンケイジの時には特に変わってないよってそういう理解

ですか。 

0:55:01 変えていないよっていうそういう理解で大丈夫ですかね。 

0:55:08 少々お待ちください。別に今即答いただかなくてもいいですよそういった

部分の情報を精査いただいて、 

0:55:14 今回結局第 1 弾の既工認でどうしてとかっていうのはありますけど、要

は新規制基準への適合性審査を今しているので、 

0:55:23 そもそも新規制基準値にどういう整理をしてるかっていうのが情報とし

てアップデートしなきゃいけないので、その二つの観点から、今おっしゃ

っていただいたような内容を整理して説明いただければそれで結構で

す。 

0:55:35 吉井電力南です。整理はさせていただくんですけれども、00、この隔離

弁のところ、両方入口、 

0:55:46 内側と外側があると思うんですけど、そこの間を、当時から権田りとして

申請させていただいてると思います。 

0:55:53 規制庁西内です今のご説明は僕は理解したので、あとは、今も今当時

からっていうふうにおっしゃったので新基準にそれが変更ないことも含

めて、説明をいただければそれで結構です。 

0:56:06 はい。ごちご主張は、ご説明は理解をしたので、 

0:56:09 あとはそれが正しいことをしっかりお互い共通認識を同じ文書で確認を

したいというところでよろしいですか。 

0:56:17 九州電力のミネマツです整理して、そこを示させていただければと思い

ます。 

0:56:23 はい。規制庁西内です 

0:56:28 再生熱硬化非再生熱この間をそのバウンダリとみなしてやっているって

いうことだと思っていて、何て言うんですかね、結局配管って 
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0:56:41 ある程度一体でやってる部分あると思うので一体で一体として系統とし

て設計してる部分もあると思うので、 

0:56:47 ある程度理解はできたところなので、あとはそれが資料上、そういうふう

に元がなっていたのかっていうのをしっかり確認をしたいというところだ

けです。はい。というところでちょっとまずは事実確認の場フィールドとし

てそこをしっかり確認をさせていただければと思います。 

0:57:05 伊勢電力ミネマツで承知いたしました。 

0:57:08 はい。そういう観点で安全設備と安全機能の重要度っていう観点で整

理をまずしっかりいただいて、 

0:57:17 それら含めてすべて同じ説明で 14 条 15 条の適合性とかそれらの設そ

れ以外の適合性を説明できるのかできないのかっていうのをしっかり精

査をいただければと思います。 

0:57:28 ちょっと話が変わる。 

0:57:31 で、 

0:57:37 資料 2 の、 

0:57:44 資料にＮｏ。 

0:57:46 80、55 ページ。 

0:57:56 よろしいですか。開けてます。 

0:58:02 主電力を開けております。 

0:58:06 何となく言いたいことわかるんですけど、まずこの項目分けにした理由

がよくわからなくてですね。 

0:58:14 いや、結局一番左上に耐震評価の基本方針って書いてるじゃないです

か。 

0:58:19 まず基本方針についての項目として説明いただいてそれは変更ありま

せんよわかりましたと。で、その差が幾つか見ていくとですよ。 

0:58:28 ただ配管解析方法の中の減衰定数のところ、 

0:58:33 これを本申請の部分を見ると、 

0:58:36 あれこれ、結局また基本方針の話をしてるわけですよね。 

0:58:40 要は何か項目が何か独立しているように見えないんですけどっていう話

なんですけど。 

0:58:47 言い方わかりますか。 

0:58:49 九州電力のホシコです。 

0:58:52 当庫 

0:58:53 の関野伊藤は 
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0:58:56 私の意図ですと今記載されてる項目についてはまず、耐震評価の基本

方針として、大まかに 

0:59:05 そもそもＳクラスに設計するとか申請時に追加要求、5 条とか 50 条、 

0:59:11 その技術基準に適合するようにまず設計するというふうな大方針があっ

たと今思いますので、それに対してまず基本方針として、本当に合致し

ているか。 

0:59:23 今回個別に配管の耐震評価を行うにあたって、解析方法、今回ですと 3

次元はりモデル、 

0:59:33 によるスペクトルモーダル解析を行っていますけれども、そういったもの

は申請時に、 

0:59:37 表、実際に用いた評価方法から変更あるのか。 

0:59:41 また、減衰定数に関しましては 

0:59:46 こちらも 

0:59:48 考えて、 

0:59:50 今、 

0:59:51 もともとですと事案群、 

0:59:55 ＰＲＡ一旦ですけども新規制以降ではのでこの記載、新規制工認の欄

に記載しております新規制購入、電気、電力共通研究の方の、 

1:00:06 減衰定数を採用したりですとかそういったもので配管の解析方法のうち

とか他、新規制値を踏襲しているようなものを記載しております。 

1:00:18 最後に解析条件としましては 

1:00:21 以前からお伝えしております通り謄本の申請では地震動が新規精緻に 

1:00:28 Ｓｓ－Ｄに設定された子、ＭＳＴになったことと、適用規格としては 

1:00:35 ＪＡＳＭＩＮＥ20052007 を比較としては 

1:00:39 設置をしておりましたが、2012 に変更したということでこちらの解析、そ

ういった解析に必要な条件というものを 

1:00:50 もう、網羅性の観点から、ピックアップしてまとめているものになります。

以上です。 

1:00:58 規制庁西内です後半は大分多分あまり、私が今聞きたいことではなく

て、例えば私が聞きたかったのは、小項目が独立してないっていうだけ

の話を聞きたかったんですよね。 

1:01:09 で、今の話を踏まえると一番最初の話で概ねわかったんですけど、一

番上で言いたかったのは、今回の受信基準で追加要求になった部分

の、そういう説明項目をしたかったってそういうことですか。 

1:01:23 一番上の項目、一番上の行ですね。 
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1:01:28 九州電力のホシコですそうですねそう。御大方針としては、新規政治。 

1:01:36 の 

1:01:37 申請時に評価を行った方針から変更はないということをご説明したかっ

た。はい。ということですね。規制庁西内ですけど。であれば、地震動

は、これは追加要求ですよね。 

1:01:50 それでもやっぱりよくわからなくて、項目分けが、いや多分この表が逆

に誤解を与えるだけだと思っていて、こういうふうに聞くいう項目だてる

のであれば、 

1:02:00 耐震評価の基本方針の要は枠ありますよね。 

1:02:05 例えば最初に適用規格もあると思いますし、適用要は、耐震説明書の

目次あるじゃないですか。 

1:02:11 目次レベルとかああいう大項目レベルで項目立ててそれで比較いただ

ければ何か明確なのかな、より明確なのかな、ですしかつ明瞭かなって

いう気はします。 

1:02:22 ちょっと何か項目が、の関係性がよくわからないっていうだけですね。

で、 

1:02:27 これを見ると、何で逆にこの減衰醸酒数とかここら辺をピックアップした

のかっていう理由も、 

1:02:35 ちょっとわかりづらいんですが何か文章とセットだとは思うんですけどあ

る程度、 

1:02:41 まだ多分 

1:02:43 比較っていう意味でいうと、まず網羅的な 2 も比較いただくっていうこと

が多分大前提だと思うんですけどね。 

1:02:52 その中で減衰定数とかはこれまさに 

1:02:57 変わった部分だから出したとか多分そういう話もあると思う。違うか、結

局違うのか。 

1:03:03 だからそうなんです。あんまり 

1:03:05 ここの項目が選定された理由がよくわからないっていうだけなんだけで

すね。 

1:03:11 何か内容に疑義があるといえるか何か、説明の仕方がよく理解できな

かったっていうだけの話なんですけど。 

1:03:17 九州電力の入江です。まず、この項目なんですけれども最初西内さん

がおっしゃった通り、すべての項目というのは耐震の基本方針にひもづ

くものになっておりまして、そういった意味では 
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1:03:32 独立しているものではないという理解です。で、その上で、どうしてこの

耐震の基本方針以外の項目をピックアップしたかという観点につきまし

ては、 

1:03:44 設工認でですね、大型の工認を示す際は、耐震評価の網羅性という資

料を示しておりまして、その網羅性の資料というのは、既工認から評価

手法が、 

1:03:55 変わったか変わってないかという観点で示しているものです。 

1:03:59 その中で、地震応答解析手法、減衰定数、 

1:04:04 入力地震動、 

1:04:06 そういった項目はないんですけれどもそういった条件を比べているって

いう資料がありましたので、我々の方で網羅的に入れる、示せるのでは

ないかと考えてこういった項目をピックアップした状況 

1:04:21 です。一方で、今ご指摘ありました通り、その度、どれが追加要求となっ

たのか、つまり平成 24 年度から今回見たときに、どれを審査しなけれ

ばいけないのかといった解消では、 

1:04:34 こちらの網羅ができてないっていう、いう、私たちも認識しましたので、

例えばその耐震の説明書の目次レベル、 

1:04:45 こういったものが増えたとか、そういった示し方を検討したいかなと思い

ます。 

1:04:51 規制庁に周知です 

1:04:55 何となく、このオート解析とか減衰定数とか地震動とかそこら辺をピック

アップしたのはさっきおっしゃっていただいた大きいところっていうところ

は何となく私も理解できるんですよ。 

1:05:05 その感覚も理解できるんですけど、一方で 

1:05:08 ここで単独だったらまだわかるんですけどねその上に何か耐震評価の

基本方針っていう項目が立っちゃうと、何か関係性がすごいなんか頭に

すっと入ってこなくなるっていうのが正直なところでしたと。 

1:05:19 で、 

1:05:21 主 

1:05:22 説明書の目次レベルでやると、結局応答解析とか地震動とかまた目次

レベルで登場する、してましたよね、確かしてますよね。 

1:05:34 だから多分文字レベル示せば減衰定数だけちょっとあれですかね、 

1:05:38 直接は出てこないっていう感じでありますかね。 

1:05:42 そうですねはい減衰定数だけは、ちょっと直接は出てこないです。 
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1:05:48 でない値になっておりますけれども比較、備考とディス形になっておりま

すけれども、減衰定数、 

1:05:56 について記載しようと思っております。はい。そうですねそういう説明の

仕方の方が何かよりるを整然としてるかなという印象を受けるのと、 

1:06:05 ちょっとこれの比較表だとよく意図が伝わりづらいなあというか変な誤解

を与える恐れもあるので、ちょっとその観点で 1 度見直していただけれ

ばと思います別にこれは何か内容どうこうというよりは単純に 

1:06:19 資料構成としてっていうコメントと思っていただければと思いますけどよ

ろしいですか。 

1:06:27 電力ホシコで周知いたしました。 

1:06:30 はい。ありがとうございます。 

1:06:34 とりあえず、現時点では私は以上で、最初にお伝えした適用条文の話

が正直一番大きいかなと思っていて、場合によっては補正申請っていう

添付資料の充実化というところもあるのかなと思ってますのでしっかり

整理をいただければと思ってますよろしくお願いします。 

1:06:54 江藤形状からしました。はい。規制庁側から、全体と、何か他にありま

すかよろしいですか。 

1:07:02 はい。 

1:07:03 衛藤。一応今日私たちから事実確認した事項以上ですけども、九州電

力から何か全体としてありますか。 

1:07:13 よろしいですか。 

1:07:38 すいません遅くなりました九州電力松本です。 

1:07:41 こちらからは特にコメントはございません。 

1:07:46 はい。 

1:07:48 規制庁ニシウチです一応ちょっと時間もあるので、今日確認させていた

だいて次回以降ちょっと資料を修正しなきゃいけない充実化っす部分だ

け、ちょっと最後確認をできればと思いますけど。 

1:08:01 一応よければ九州電力側からこういうところを充実する必要があると思

っているというところを簡単にさ。 

1:08:08 何か読み上げていただくなり、 

1:08:11 できますか。 

1:08:12 ちょっと準備が整ってないところあります。 

1:08:25 回収の関係、九州電力のミネマツです。大きく 2 点だと思っております。

条文整理Ｇのところに関する、 
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1:08:35 ことで十四条メインだと思いますがそういったところで安全設備に該当

するかどうかとか、そういうことですね、14 年後、安全設備かどうか、安

全重要度がどうかっていうところで、申請範囲、 

1:08:49 関して、1 個 1 個のところをご説明して、整理させていただくことと、 

1:08:55 あと耐震 

1:08:56 のところで、今耐震の評価、 

1:08:59 7、大きいところだけになってますんでその耐震の評価方針を耐震の目

次ベースで記載させていただいてそこら辺の記載を充実させていただ

ければと思っております。以上です。 

1:09:31 原子炉規制庁野中です。それで後は私の方からお話させていただいた

53 ページのところで、 

1:09:39 耐震強化の強度の評価条件の、 

1:09:43 変更内容のところで 

1:09:46 評価結果の部分の考え方ですね代表評価、代表的に書いてますよって

いうところの考え方の続きのところも確認させていただいたと思っており

ます。 

1:10:01 九州電力からイリエです。はい。今仲野さんからご指摘のあった点、 

1:10:08 補足説明書 5 において、暴力し、暴力発生中の大きいものをピックアッ

プしてという考え方についても、あわせて、 

1:10:17 記載いたします。 

1:10:23 はい。規制庁西内です。今お話した、した点、 

1:10:30 一番最初におっしゃっていただいた安全設備安全機能重要棟っていう

ところがそれぞれどう該当するのかっていうところは一応念のためです

けど要目表とか、 

1:10:41 また系統図っていう情報を持ってしっかり説明をいただくようにお願いし

ます。 

1:10:45 安全セッツあのて基準上の定期所からはちょっと読みにくいところがあ

るのであれば世界の既工認、新基準と、あとはその前の、当時っておっ

しゃってる申請。 

1:10:57 山元逸見元ですよね。2 基と、あとは新基準の申請書上で、ちゃんとそ

こが説明できるっていう資料をお出しいただければと思います。 

1:11:06 はい。衛藤。今日お話、今確認させていただいた点をまず資料充実し

て、ご提出をいただければと思ってますってご訂正いただいたものでま

た事実確認を引き続きさせていただければと思いますので、 
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1:11:20 資料できましたらまた東京支社の堤さん、堤さんを通じてご連絡をいた

だければと思います。 

1:11:27 スケジュールは今後の話も含めてですけど九州電力側から何か全体通

してありますかよろしいですか。 

1:11:36 九州電力からマツモトです。こちら、岸野委員からは、コメントございま

せん。はい。規制庁も全体としてよろしいですか。はい。今日のヒアリン

グをこれで終了にしたいと思いますありがとうございました。 

1:11:51 ありがとうございました。 

 


